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(57)【要約】　　　（修正有）
【課題】血液流体除去処置が適応となる患者のｐＨまた
は電解質の指標を監視するための装置を提供する。
【解決手段】装置の使用方法は、血液のｐＨまたは血液
の電解質レベルの指標を監視するステップ８１０と、監
視指標に基づいて、処置中に使用される透析液または置
換液中のｐＨ緩衝剤もしくは電解質の濃度を調整するス
テップ８６０とを含む。血液流体除去システムは、血液
流体除去処置中に流体パラメータを調整するために、血
液のｐＨまたは電解質レベルを監視するセンサを用いる
ことができる。
【選択図】図１１
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　血液流体除去装置であって、
　　（ｉ）患者からの血液を受け取るための入口部と、
　　（ｉｉ）前記患者からの血液を戻すための出口部と、
　　（ｉｉｉ）前記入口部と前記第１の出口部との間に配置され、前記血液から流体およ
び汚染物質を除去するための媒体と、
　　（ｉｖ）透析液および置換液から選択される流体を輸送するための流体源であって、
前記流体が透析液である場合には、前記流体源は前記媒体に前記流体を輸送し、前記流体
が置換液である場合には、前記血液が前記媒体を出た後に、前記流体源は前記血液に前記
流体を輸送する流体源と、
を含む、血液流体除去装置と、
　濃縮電解液またはｐＨ緩衝液を含む濃縮物溶液を収容するための濃縮物源と、
前記濃縮物溶液が前記流体源に入る速度を制御するための濃縮物流れ制御要素と、
　血液の電解質濃度または血液のｐＨの指標を監視するように構成されている第１のセン
サと、
　前記センサおよび前記濃縮物流れ制御要素と作動可能に通信する制御電子回路と、
を備え、前記制御電子回路は、前記濃縮物流れ制御要素により、前記センサから取得され
るデータに基づいて、前記濃縮物溶液が前記流体源に入る速度を調整するように構成され
ている、システム。
【請求項２】
　前記第１のセンサが、前記血液が前記媒体に入る前に血液を監視するように構成されて
いる、請求項１に記載のシステム。
【請求項３】
　血液の電解質濃度または血液のｐＨの指標を監視するように構成され、前記血液が前記
媒体を出た後に血液を監視するように構成されている第２のセンサをさらに含む、請求項
２に記載のシステム。
【請求項４】
　前記制御電子回路が、前記第２のセンサと作動可能に通信し、前記第１のセンサから取
得されるデータと前記第２のセンサから取得されるデータとを比較するように構成され、
前記制御電子回路が、前記第１のセンサおよび前記第２のセンサから取得されるデータの
比較に基づいて、前記濃縮物溶液が前記流体源に入る速度を調整するように構成されてい
る、請求項３に記載のシステム。
【請求項５】
　前記血液から除去された流体が前記媒体を出た後に、前記第１のセンサが、前記血液か
ら除去された流体内の指標を監視するように構成されている、請求項１に記載のシステム
。
【請求項６】
　前記制御電子回路が、前記第１のセンサから取得されるデータに基づいて、血液のｐＨ
または血液の電解質濃度を導出するように構成されている、請求項５に記載のシステム。
【請求項７】
　前記透析液が前記媒体に入る前に、前記流体源の透析液中の前記指標を監視するように
構成されている第２のセンサをさらに含み、前記制御電子回路が、前記第２のセンサと作
動可能に通信し、前記第１のセンサから取得されるデータを前記第２のセンサから取得さ
れるデータと比較するように構成され、かつ前記制御電子回路が、前記第１のセンサおよ
び前記第２のセンサから取得されるデータの比較に基づいて、前記濃縮物溶液が前記流体
源に入る速度を調整するように構成されている、請求項５に記載のシステム。
【請求項８】
　前記血液が前記媒体を出た後で且つ置換液が前記血液に添加される前に、前記第１のセ
ンサが前記血液中の指標を監視するように構成されている、請求項１に記載のシステム。
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【請求項９】
　前記置換液が前記血液に添加された後に、前記血液中の指標を監視するように構成され
ている第２のセンサをさらに含む、請求項８に記載のシステム。
【請求項１０】
　前記制御電子回路またはその構成要素が、前記血液流体除去装置のハウジング内に収容
されている、請求項１に記載のシステム。
【請求項１１】
　コンピュータ可読媒体をさらに含み、前記コンピュータ可読媒体が、前記センサから取
得されるデータに基づいて、前記濃縮物溶液が前記流体源に入る速度を調整するために、
前記制御電子回路に前記濃縮物流れ制御要素を制御させる指示を含む、請求項１に記載の
システム。
【請求項１２】
　血液流体除去装置または液体流体除去システムによって実施される使用であって、
それを必要としている患者のために血液流体除去処置を開始するステップであって、前記
処置は、透析液流体または置換液から選択される流体の使用を含み、かつ前記流体は、初
期のｐＨ緩衝剤組成または電解質組成を有するステップと、
　前記血液流体除去処置中の前記患者の血液の電解質濃度または血液のｐＨの指標を監視
するステップと、
　前記監視される指標の値に基づいて、前記流体のｐＨ緩衝剤組成または電解質組成を調
整するステップと、
を含む使用。
【請求項１３】
　前記指標を監視するステップが、前記血液が前記血液流体除去媒体を通過する前かつ前
記血液が前記血液流体除去媒体を通過した後に、血液中の前記指標を監視するステップを
含む、請求項１２に記載の使用。
【請求項１４】
　前記血液が前記媒体を通過する前に監視される指標の値と前記血液が前記媒体を通過し
た後に監視される指標の値を比較するステップをさらに含み、前記ｐＨ緩衝剤組成または
前記電解質組成を調整するステップが、前記比較に基づいて前記組成を調整するステップ
を含む、請求項１３に記載の使用。
【請求項１５】
　前記組成を調整するステップが、濃縮電解質溶液または緩衝溶液を前記流体に添加する
ステップを含む、請求項１２に記載の使用。
【請求項１６】
　（ｉ）前記監視される指標の値が閾値を超えるか否かを判定するステップと、
　（ｉｉ）前記監視される指標の値が閾値を超えると判定された場合に警告を与えるステ
ップと、
をさらに含む、請求項１２に記載の使用。
【請求項１７】
　前記指標を監視するステップが、前記血液から除去された流体内の前記指標を監視する
ステップを含む、請求項１２に記載の使用。
【請求項１８】
　前記血液から除去された流体の監視される指標の値から、血液の電解質濃度またはｐＨ
を決定するステップをさらに含む、請求項１７に記載の使用。
【請求項１９】
　前記血液流体除去処置で使用するための流体が透析液であり、前記指標を監視するステ
ップが、前記透析液が血液流体除去媒体に入る前の透析液中の前記指標を監視するステッ
プをさらに含み、前記使用が、前記血液から除去された流体内の前記監視される指標の値
を、前記血液流体除去媒体に入る前の透析液中の前記監視される指標の値と比較するステ
ップをさらに含む、請求項１７に記載の使用。
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【請求項２０】
　前記血液流体除去処置で使用するための流体が置換液であり、前記指標を監視するステ
ップが、血液流体除去媒体の下流および前記置換液の前記血液への添加の上流の血液中の
前記指標を監視するステップを含む、請求項１２に記載の使用。
【請求項２１】
　前記指標を監視するステップが、前記置換液の添加の下流の血液中の前記指標を監視す
るステップをさらに含み、前記使用が、置換液の添加の上流で取得される監視される指標
の値を置換液の添加の下流で取得される監視される指標の値と比較するステップをさらに
含む、請求項２０に記載の使用。
【請求項２２】
　システムであって、
　主チャンバを画定する媒体ハウジングと、
　前記ハウジング内に配置され、前記主チャンバを第１および第２の副チャンバに密封し
て分割する血流除去膜と、
　前記第１の副チャンバーと流体連通する第１の入口部および第１の出口部であって、前
記システムが、前記血液が前記第１の入口部を通って前記第１の副チャンバーに入り、前
記第１の出口部を通って前記第１の副チャンバーを出るように構成されている、第１の入
口部および第１の出口部と、
　前記第２の副チャンバーと流体連通する第２の入口部および第２の出口部であって、前
記システムが、透析液が前記第２の入口部を通って前記第２の副チャンバーに入り、前記
第２の出口部を通って前記第２の副チャンバーを出るように構成されている第２の入口部
および第２の出口部と、
　第２の入口部と第２の出口部との間の透析液流路と流体連通し、第２の入口部と第２の
出口部との間の透析液流路に配置される透析液再生媒体と、
　濃縮電解液またはｐＨ緩衝液を含む濃縮物溶液を収容するための濃縮物源と、
　前記濃縮物溶液が前記透析液再生媒体の下流で且つ前記第２の入口部の上流の透析液流
路に入る速度を制御するための濃縮物流れ制御要素と、
　前記透析液再生媒体の下流で且つ前記第２の入口部の上流の透析液流路の中の透析液の
電解質濃度またはｐＨの指標を監視するように構成されているセンサと、
　前記センサおよび前記濃縮物流れ制御要素と作動可能に通信する制御電子回路と、
を備え、前記制御電子回路は、前記センサから取得されるデータに基づいて、前記濃縮物
流れ制御要素によって、前記濃縮物溶液が前記透析液流路に入る速度を調整するように構
成されている、システム。
【請求項２３】
　血液流体除去装置または液体流体除去システムによって実施される使用であって、
　それを必要としている患者のために血液流体除去処置を開始するステップであって、前
記処置は、透析液流体の使用、および電解質が血液と前記透析液流体との間で交換され得
る、少なくとも血液流体除去媒体の一部としての透析液膜の使用を含むステップと、
　前記血液流体除去処置中に、血液の電解質濃度または血液のｐＨの指標を監視するステ
ップと、
　前記監視される指標の値に基づいて、前記透析液流体または血液の流速を調整するステ
ップと、を含む使用。
【請求項２４】
　前記指標を監視するステップが、前記血液が前記血液流体除去媒体を通過する前かつ前
記血液が血液流体除去媒体を通過した後に、血液中の指標を監視するステップを含む、請
求項２３に記載の使用。
【請求項２５】
　前記血液が前記媒体を通過する前に監視される指標の値を前記血液が前記媒体を通過し
た後に監視される指標の値と比較するステップをさらに含み、前記透析液流体の流速を調
整するステップが、前記比較に基づいて前記組成を調整するステップを含む、請求項２３
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に記載の使用。
【請求項２６】
　前記指標を監視するステップが、前記血液から除去される流体内の指標を監視するステ
ップを含む、請求項２３に記載の使用。
【請求項２７】
　前記血液から除去される流体の前記監視される指標の値から、血液の電解質濃度または
ｐＨを決定するステップをさらに含む、請求項２３に記載の使用。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　関連出願
　本願は、２０１２年３月２０日に出願された米国特許出願第１３／４２４，４７９号の
優先権を主張するものであり、同出願は、米国仮出願第６１／４８０，５３９号、米国仮
出願第６１／４８０，５４４号、米国仮出願第６１／４８０，５４１号、米国仮出願第６
１／４８０，５３５号、米国仮出願第６１／４８０，５３２号、米国仮出願第６１／４８
０，５３０号、および米国仮出願第６１／４８０，５２８号の優先権を主張し、それぞれ
の優先権仮出願は２０１１年４月２９日に出願され、それぞれの優先権出願は、本明細書
に提示される開示と矛盾しない限りにおいて、参照によりその全体が本明細書に組み込ま
れる。
【０００２】
　本開示は、一般に、腎疾患または心不全を患っている患者などの、血液浄化または流体
除去が適応となる患者において、電解質またはｐＨの指標を監視するための装置、システ
ムおよび使用に関する。
【背景技術】
【０００３】
　血液から溶質および流体を除去する血液透析または他の処置を受ける患者は、心臓の合
併症で死亡する場合が多い。これらの患者における血液量の増加に起因する心臓にかかる
ストレスを含む多くの要因が、このような死の一因となり得る。場合によって、流体濃度
が増加し、血液から老廃物を除去できないと、電解質およびｐＨの不均衡の一因にもなり
得、心臓の収縮および効率に影響を与え得る。さらに、血液透析または他の流体除去プロ
セス中の液量または血液のｐＨもしくは電解質濃度の急激な変化が、血液流体除去処置を
受ける患者の心臓にさらなるストレスを与え、罹患率の高さの一因になり得る。
【０００４】
　患者が、定期的な血液流体除去を指示される時点に達すると、その患者は、流体除去の
プロファイルおよび使用される透析液または置換液の組成などの、血液流体除去処置の様
々なパラメータを医療提供者が設定できる定期的な検査を受ける。これらの検査は、典型
的には、ケアの現行基準に準拠して、月に一度行われる。
【０００５】
　血液透析または同様の処置は、週に３～４回行われてもよい。したがって、患者は、処
方もしくはパラメータが変更される前に、１０～１５回またはそれ以上の血液流体除去処
置を受けてもよい。例えば、透析液電解質およびｐＨ緩衝剤の組成に関する処方は、その
処方が設定された後数日間または数週間は患者に適さないであろう。したがって、血液流
体除去処置で使用される流体の電解質またはｐＨの濃度が適切であるか否かをより頻繁に
判定することが望ましい場合がある。さらに、患者の健康を改善し、罹患率を低減するこ
とができるように、血液流体除去処置中に、流体の濃度または組成を調整することが望ま
しい場合がある。
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００６】
　本開示は、とりわけ、血液流体除去処置が適応となる患者のｐＨまたは電解質の指標を
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監視するための装置、システムおよび使用について説明する。この監視は、血液流体除去
処置中に行うことができ、緩衝剤もしくは電解質の濃度または緩衝剤もしくは電解質の組
成は、血液流体除去処置中に取得される監視データに基づいて調整することができる。ｐ
Ｈまたは電解質を監視することによって、置換液の透析液は、患者の安全性を高めるため
に、処置中に調整することができる。
【課題を解決するための手段】
【０００７】
　本明細書に記載される様々な実施形態において、使用には、それを必要としている患者
のために、血液流体除去処置を開始するステップが含まれる。この処置は、透析液または
置換液から選択される流体の使用を含む。この流体は、初期のｐＨ緩衝剤組成または電解
質組成を有する。この使用は、さらに、血液流体除去処置中に、患者の血液の電解質濃度
または血液のｐＨの指標を監視するステップと、監視される指標の値に基づいて、この流
体のｐＨ緩衝剤組成または電解質組成を調整するステップとを含む。この監視は、血液が
この血液流体除去装置を通過する前後の血液の監視か、または血液から除去された流体の
監視であってよい。一部の実施形態において、この血液流体除去装置を通過する前後の血
液に対して行われる監視から取得されるデータを、この装置の血液流体除去媒体を通過す
る前後の流体（例えば、透析液）から取得されるデータと比較し、この比較に基づいて、
この流体のｐＨ緩衝剤組成または電解質組成を調整する。
【０００８】
　実施形態において、システムは、（ｉ）患者の血液を受け取るための入口部と、（ｉｉ
）患者の血液を戻すための出口部と、（ｉｉｉ）血液から流体および汚染物質を除去する
ための媒体が備わっており、前記媒体は、入口部と第１の出口部との間に配置される媒体
と、（ｉｖ）流体を輸送するための流体源であって、前記流体は、透析液および置換液か
ら選択される流体源と、を有する血液流体除去装置を含む。前記流体が透析液である場合
には、流体源は、媒体に前記流体を輸送する。前記流体が置換液である場合には、流体源
は、血液が媒体を出た後に血液に前記流体を輸送する。前記システムは、さらに、（ｉ）
濃縮電解質またはｐＨ緩衝剤を含む濃縮物溶液を収容するための濃縮物源と、（ｉｉ）濃
縮物溶液が流体源に入る速度を制御するための濃縮物流量制御素子と、（ｉｉｉ）血液の
ｐＨまたは血液の電解質濃度の指標を監視するためのセンサと、（ｉｖ）センサおよび濃
縮物流量制御素子と作動可能に通信する制御電子回路とを含む。前記制御電子回路は、セ
ンサから取得されるデータに基づいて、濃縮物流量制御素子によって、濃縮物溶液が流体
源に入る速度を調整するように構成されている。
【０００９】
　実施形態において、システムは、（ｉ）主チャンバーを画定する媒体ハウジングと、（
ｉｉ）ハウジング内に配置され、主チャンバーを第１および第２の副チャンバーに密封し
て分割する血流除去膜と、（ｉｉｉ）第１の副チャンバーと流体連通する第１の入口部お
よび第１の出口部であって、前記システムは、血液が第１の入口部を通って第１の副チャ
ンバーに入り、第１の出口部を通って第１の副チャンバーを出るように構成されている第
１の入口部および第１の出口部と、（ｉｖ）第２の副チャンバーと流体連通する第２の入
口部および第２の出口部であって、前記システムは、透析液が第２の入口部を通って第２
の副チャンバーに入り、第２の出口部を通って第２の副チャンバーを出るように構成され
ている第２の入口部および第２の出口部と、（ｖｉ）第２の入口部および第２の出口部と
流体連通し、第２の入口部と第２の出口部との間の透析液流路内に配置される透析液再生
媒体と、（ｖｉｉ）濃縮電解質またはｐＨ緩衝剤を含む濃縮物溶液を収容するための濃縮
物源と、（ｖｉｉｉ）濃縮物溶液が、透析液再生媒体の下流および第２の入口部の上流の
透析液流路に入る速度を制御するための濃縮物流量制御素子と、（ｉｘ）透析液再生媒体
の下流および第２の入口部の上流の透析液流路における透析液の電解質濃度ならびにｐＨ
の指標を監視するように構成されているセンサと、（ｘ）センサおよび濃縮物流量制御素
子と作動可能に通信する制御電子回路と、を備え、前記制御電子回路は、センサから取得
されるデータに基づいて、濃縮物流量制御素子によって、濃縮物溶液が透析液流路に入る
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速度を調整するように構成されている。
【発明の効果】
【００１０】
　本明細書に記載のシステム、装置および使用の１つまたは複数の実施形態は、患者の血
液流体除去のための従来のシステム、装置および使用を上回る１つまたは複数の利点を提
供することができる。このような利点は、以下の詳細な説明を読む際に、当業者に明らか
となるであろう。
【００１１】
　本明細書に組み込まれ、本明細書の一部を形成する添付の図面は、本開示の一部の実施
形態を例示し、本明細書と共に本開示の原理を説明するのに役立つ。これらの図面は、本
開示の実施形態を例示する単なる目的のためのものであり、本開示を限定するものとして
解釈されるべきではない。
【図面の簡単な説明】
【００１２】
【図１】血液流体除去装置と患者の相互作用を示し、血液（破線の矢印）および流体（実
線の矢印）の流れを示す模式ブロック図であり、この血液流体除去装置は、本明細書に記
載の様々な実施形態で使用することができる。
【図２】血液流体除去装置と患者の相互作用を示し、血液（破線の矢印）および流体（実
線の矢印）の流れを示す模式ブロック図であり、この血液流体除去装置は、本明細書に記
載の様々な実施形態で使用することができる。
【図３】血液流体除去装置と患者の相互作用を示し、血液（破線の矢印）および流体（実
線の矢印）の流れを示す模式ブロック図であり、この血液流体除去装置は、本明細書に記
載の様々な実施形態で使用することができる。
【図４】センサ装置の実施形態のいくつかの選択された構成要素を示す模式ブロック図で
ある。
【図５】センサならびに患者と血液流体除去装置間の血流を示す模式ブロック図である。
【図６】センサならびに患者と血液流体除去装置間の血流を示す模式ブロック図である。
【図７】監視されるｐＨまたは電解質に基づき、血液流体除去プロセスで使用する流体へ
の濃縮物の流れを制御するための流路およびいくつかの制御機構を示す模式ブロック図（
閉ループ）である。
【図８】監視されるｐＨまたは電解質に基づき、血液流体除去プロセスで使用する流体へ
の濃縮物の流れを制御するための流路およびいくつかの制御機構を示す模式ブロック図（
開ループ）である。
【図９】血液中の監視されるｐＨまたは電解質のレベルに関するデータに応じて、流体の
ｐＨまたは電解質濃度を調整するように構成されている血液流体除去装置のいくつかの構
成要素の模式ブロック図である。
【図１０】血液中の監視されるｐＨまたは電解質のレベルに関するデータに応じて、流体
のｐＨまたは電解質濃度を調整するように構成されている血液流体除去装置のいくつかの
構成要素の模式ブロック図である。
【図１１】明細書に記載の実施形態に係る一般的な使用の概要を示すフローチャートであ
る。
【図１２】明細書に記載の実施形態に係る一般的な使用の概要を示すフローチャートであ
る。
【図１３】本明細書に記載の実施形態に係る一般的な使用の概要を示すフローチャートで
ある。
【発明を実施するための形態】
【００１３】
　本明細書に提示する概略図は必ずしも縮尺通りではない。図面で使用される同じ番号は
、同じ構成要素およびステップなどを指す。しかし、特定の図中の構成要素を参照するた
めの番号の使用は、別の図中の同じ番号でラベルされた構成要素を限定することを意図す
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るものではないことが理解されるであろう。さらに、構成要素を参照するための異なる番
号の使用は、異なる番号が付けられた構成要素が、同じまたは類似の構成要素であり得な
いことを示すことを意図するものではない。
【００１４】
　以下の詳細な説明において、本明細書の一部を形成し、装置、システムおよび使用の一
部の実施形態を例として示す添付の図面を参照する。本開示の範囲または趣旨から逸脱す
ることなく、他の実施形態が企図され、行われ得ることが理解されるべきである。したが
って、以下の詳細な説明は、限定的な意味で解釈されるべきではない。
【００１５】
　特に指定しない限り、本明細書で使用される全ての科学用語および技術用語は、当技術
分野で一般に使用される意味を有する。本明細書で提供される定義は、本明細書で頻繁に
使用される特定の用語の理解を容易にすることであり、本開示の範囲を限定することを意
図しない。
【００１６】
　本明細書および添付の特許請求の範囲で使用される単数形の「１つの（ａ）」、「１つ
の（ａｎ）」および「その（ｔｈｅ）」は、本文が特に明確に示さない限り、複数の指示
対象を有する実施形態を包含する。
【００１７】
　本明細書および添付の特許請求の範囲で使用される「または」という用語は、本文が特
に明確に示さない限り、一般に「および／または」を含む意味で用いられる。
【００１８】
　本明細書で使用される「有する（ｈａｖｅ）」、「有する（ｈａｖｉｎｇ）」、「含む
（ｉｎｃｌｕｄｅ）」、「含む（ｉｎｃｌｕｄｉｎｇ）」、「含む（ｃｏｍｐｒｉｓｅ）
」、または「含む（ｃｏｍｐｒｉｓｉｎｇ）」などは、それらの制約の無い意味で使用さ
れ、一般に、「含むが、これらに限定されない」を意味する。
【００１９】
　本明細書で使用される「血液流体除去処置が適応となる患者」は、少なくとも１つの血
液流体除去処置を受けている、または受ける可能性のある患者である。一般に、このよう
な患者は、心不全、慢性腎疾患、または急性腎不全を患っている患者などの体液過剰患者
である。このような患者は、ステージ３～ステージ５の慢性腎臓病患者である場合が多く
、利尿薬に無反応であるか、または十分に応答しないなどである。
【００２０】
　本明細書で使用される「血液流体除去プロセス」等は、流体が患者の血液から除去され
、その血液がその患者に戻されるプロセスを指す。ほとんどの場合、その血液も浄化され
る。すなわち、老廃物がその血液から除去され、清浄された血液が患者に戻される。血液
流体除去プロセスの例としては、限外濾過、血液濾過、血液透析、血液透析濾過法、およ
び腹膜透析などが挙げられる。血液流体除去が適応となる全ての患者は、本明細書に記載
の装置、システムおよび使用から利益を得ることができる。
【００２１】
　本開示は、特に、血液流体除去プロセスが適応となる患者において、ｐＨまたは電解質
濃度の指標を監視するためのシステムおよび使用に関する。実施形態において、センサは
、（ｉ）血液が、血液流体除去装置の流体除去媒体または流体浄化媒体に入る前の患者の
血液、（ｉｉ）血液が媒体を出る前後で、患者に戻される前の患者の血液、（ｉｉｉ）患
者の血液から除去され、媒体を通過した後の流体、（ｉｖ）媒体に入る前の透析液などの
流体、（ｖ）流体（例えば、透析液または置換液）の組成を変えるのに使用するための濃
縮物の添加の上流または下流の流体、または（ｖｉ）などのうちの１つまたは複数におい
て、ｐＨまたは電解質を監視するように構成され、配置される。このようなセンサのセン
サ配置および使用に関するさらなる説明は以下のとおりである。しかし、最初に、本明細
書で提示する教示にしたがって使用することができる血液流体除去装置または流体除去シ
ステムの簡単な説明を行う。
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【００２２】
　血液から流体、または流体と汚染物質を除去するための全ての適切な装置もしくはシス
テムは、本明細書で提示する教示にしたがって使用することができる。これらの装置また
はその構成要素は、従来の大型のカウンセル型（ｃｏｕｎｓｅｌ－ｔｙｐｅ）か、装着可
能か、または埋め込み可能であり得る。
【００２３】
　装置およびシステムのいくつかの例のブロック図を、図１～図３に示す。図１に示すよ
うに、血液を患者１０から取り除き、血液流体除去装置１００によって流体を取り除き、
患者１０に戻すことができる。除去された流体を迂回させることができる。血液流体除去
装置１００もしくは流体除去システム、またはそれらの構成要素が埋め込まれる一部の実
施形態において、除去された流体は、患者の膀胱へ迂回させることができる。図１に示す
ように動作することができる血液流体除去装置１００の例としては、限外濾過装置および
血液濾過装置が挙げられる。本明細書で提示される教示に従って使用することができるこ
のような装置およびそれらの構成要素の例は、当技術分野において周知である。透析液が
腹腔内に導入される腹膜透析も用いることができることが理解されるであろう。
【００２４】
　流体を、装置１００によって高速または多量に血液から除去する場合に、このような装
置のいくつかを用いて、置換液を患者の血液に導入してもよい。置換液を、流体除去前の
元の血液に添加してもよく、または最初の流体除去後、患者の心臓血管系に戻す前に血液
に添加してもよい。好ましくは、置換液を、初期の流体除去後に添加する。置換液のｐＨ
および電解質濃度を、例えば、以下でより詳細に記載するとおり、患者のｐＨまたは電解
質の監視に基づいて設定または調整してもよい。
【００２５】
　図２に図示する実施形態に示すように、血液流体除去装置１００は、患者の血液からの
汚染物質の除去ならびに適切なｐＨおよび電解質バランスの維持を支援するために透析液
を用いることができる。透析液のｐＨまたは電解質濃度は、例えば、以下でより詳細に説
明するとおり、ｐＨまたは電解質の監視に基づいて設定または調整してもよい。用いられ
る透析液および血液から除去される流体は迂回させることができる。一部の実施形態にお
いて、特に、血液流体除去装置１００もしくは流体除去システムまたはその構成要素が装
着可能または埋め込み可能である場合に、使用される透析液および除去される流体、また
はその一部は、血液流体除去プロセスにおいて再利用するための新鮮な透析液を生成する
ために再生することができる（破線で示される再生システム１５０によって示される）。
透析液再生のための１つのシステムは、Ｒｏｂｅｒｔｓ，Ｍ，“Ｔｈｅ ｒｅｇｅｎｅｒ
ａｔｉｖｅ ｄｉａｌｙｓｉｓ（ＲＥＤＹ）ｓｏｒｂｅｎｔ ｓｙｓｔｅｍ”Ｎｅｐｈｒｏ
ｌｏｇｙ ４：２７５－２７８，１９９８に記載されるものなどのＲＥＤＹシステムであ
り、このシステムは、本明細書に記載の実施形態において使用するために用いられるか、
または容易に変更されてもよい。図２に示すように、再生された透析液のｐＨおよび電解
質を調整するために、濃縮物を、新鮮な透析液として再利用するのに適する量まで再生さ
れた透析液に添加してもよい。
【００２６】
　透析液が再生されるか否かにかかわらず、図２の実施形態に示す方法で動作するシステ
ムおよび装置には、血液透析および血液透析濾過システムが含まれる。本明細書に提示さ
れる教示に従って使用され得るこのような装置およびその構成要素の例は、当技術分野に
おいて周知である。透析液が腹腔内に導入される腹膜透析も使用することができることが
理解されるであろう。
【００２７】
　図３に示すように、図２の血液流体除去装置１００が高速で血液から流体を除去する場
合に、例えば、図１に関して上記のとおり、流体除去の上流または下流の患者の血液に置
換液を導入してもよい。
【００２８】
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　用いられる装置または血液流体除去プロセスにかかわらず、血液のｐＨおよび電解質濃
度が適切な範囲内にあることを保証することが重要である。血液の電解質濃度が適切な範
囲内にない場合は、心臓の収縮性および効率などを伴う問題が発生する可能性がある。ｐ
Ｈが適切な範囲内にない場合には、アシドーシスが生じ得、細胞膜の破壊およびタンパク
質の変性をもたらし得る。いずれの場合も、血液の電解質およびｐＨの範囲が適切に制御
されていない場合に、患者の健康が危険にさらされる可能性がある。例えば、（うっ血性
心不全、心筋梗塞からの死、および突然死を含む）突然の心臓死は、透析患者において一
般的である。Ｂｌｅｙｅｒらの“Ｓｕｄｄｅｎ ａｎｄ ｃａｒｄｉａｃ ｄｅａｔｈ ｒａ
ｔｅｄ ｉｎ ｈｅｍｏｄｉａｌｙｓｉｓ ｐａｔｉｅｎｔｓ”Ｋｉｄｎｅｙ Ｉｎｔｅｒｎ
ａｔｉｏｎａｌ，（１９９９），５５：１５５２－１５５９を参照されたい。
【００２９】
　したがって、血液透析ならびに限外濾過などの１つの目標は、患者の血液のｐＨおよび
電解質濃度が許容範囲内にあることを保証することである。血液流体除去処置中またはそ
の後に望まれるｐＨおよび血液の電解質濃度の典型的な範囲を、以下の表１に提供する。
表１に示すように、様々な酸もしくは塩基（またはその塩もしくはその水和物）の濃度は
、血液のｐＨを決定する際に重要である場合が多い。したがって、このような酸、塩基の
いくつかの典型的な目標濃度を表１に示す。
【００３０】
【表１】

【００３１】
　しかし、特定の患者のための目標は、１つもしくは複数の電解質またはｐＨについて表
１に示す値とは異なってもよいことが理解されるであろう。典型的には、緩衝剤が、適切
な血液のｐＨを維持するために使用されることも理解されるであろう。
【００３２】
　置換液または透析液などの流体に使用することができるいくつかの適切な緩衝剤には、
重炭酸塩、酢酸塩、クエン酸塩、乳酸塩、アミノ酸およびタンパク質の緩衝剤が含まれる
。緩衝剤およびその成分の濃度ならびに緩衝剤およびその成分の組成は、患者の血液の監
視されるｐＨに基づいて調整してもよい。同様に、置換液または透析液中のナトリウム、
カリウム、カルシウム、および塩化物などの電解質の濃度は、監視される電解質のレベル
に基づいて設定または変更してもよい。
【００３３】
　任意の適切なセンサを用いて、ｐＨまたは電解質を監視してもよい。例えば、図４を参
照すると、検知装置２００が含み得るいくつかの構成要素を示すブロック図が示されてい
る。この検知装置２００は、図４では単独型装置として示されているが、この装置、１つ
または複数のその構成要素は、血液流体浄化装置などの他の装置に組み込まれてもよいこ
とが理解されるであろう。図４に示されているセンサ２００は、様々な電子回路の構成要
素２９６、２９７、２８９、２９５を含む（このセンサまたはその一部が、他の装置に組
み込まれる場合には、別の装置と共有することができる）ハウジング２９９を有する。ア
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ナログからデジタルへの変換器または帯域通過フィルターなどの検知電気回路２９６は、
電源２９７（再び、共有されてもよい）および制御電子回路２９５（共有されてもよい）
と作動可能に接続され、この制御電子回路は、プロセッサ２９４と、検知されたデータお
よびプロセッサ指示を保管するためのメモリ２９３とを含む。検知電気回路２９６は、リ
ード線２０７を介して、イオン選択性電極などのトランスデューサー２０５にも作動可能
に接続される。一部の実施形態（図示せず）において、装置２００は、リード線が無く、
トランスデューサー２０７またはイオン選択性電極は、ハウジング２９９を通って露出し
ている。制御電子回路２９５は、電源２９７および別の外部装置と連通するための通信電
気回路２８９と作動可能に接続されている。センサ２００が単独型の装置である場合には
、血液流体除去装置または血液流体除去装置と連通する装置と連通するために、通信回路
を用いてセンサから取得されるデータを血液流体除去装置に伝達してもよい。
【００３４】
　任意の適切なトランスデューサーを用いて、ｐＨまたは電解質を検出してもよい。実施
形態において、このトランスデューサーは、Ｈ＋イオン、Ｋ＋イオン、Ｎａ＋イオン、Ｃ
ａ２＋イオン、Ｃｌ－イオン、リン酸イオン、マグネシウムイオン、酢酸イオン、または
アミノ酸イオンなどを検出するように構成されているイオン選択性電極である。このよう
な電極、およびこのような電極を用いるセンサの構成要素は、当技術分野で周知であり、
本明細書に記載の監視において使用するために用いられるか、または用いるために変更さ
れてもよい。ｐＨセンサの一例としては、メドトロニック社のＢｒａｖｏ（登録商標）ｐ
Ｈセンサが挙げられる。カリウム選択性電極の一例としては、Ｔｈｅｒｍｏ Ｓｃｉｅｎ
ｔｉｆｉｃ Ｐｏｔａｓｓｉｕｍ Ｉｏｎｐｌｕｓ（登録商標）が挙げられる。イオン選択
性電極の他の例は、ノヴァバイオメディカル社によって製造されるＣＣＸＳｔａｔ Ｐｒ
ｏｆｉｌｅ（登録商標）に含まれている。
【００３５】
　一部の実施形態において、血液中のｐＨまたは電解質を測定するために１つまたは複数
のセンサを用いて、１つまたは複数のイオンを検出する。一部の実施形態において、セン
サは、たとえリード線が無い場合でも、２種類以上のイオン種を監視することができる２
つ以上のトランスデューサーを有していてもよい。２種類以上のイオン種を測定すること
により、様々な電解質または血液成分のレベルをより詳細に理解することができる。例え
ば、状況によって、一部の患者では、１種類の電解質のレベルが上昇し、別の種のレベル
は低下してもよい。一部の実施形態において、結果の確認ならびに重複の目的のために、
同一イオンに対して２種類以上のセンサを用いることにより、信頼性および精度を向上さ
せることができる。一部の実施形態において、同一イオン用のセンサは、異なる範囲のイ
オン濃度を正確に検出するように構成されていてもよい。実施形態において、２つ以上の
トランスデューサーが単一のユニット内に存在する。これは、データの全てを同時に一箇
所で収集することができるので、便利なデータ収集および回路を可能にさせる。さらに、
複数のトランスデューサーは、同じ流体収集機構（例えば、インプラントの場合にはマイ
クロダイアライザー）を共有してもよく、必要に応じて、または所望であれば、同じデー
タ処理およびメモリ保管の構成要素を共有してもよい。
【００３６】
　センサ（またはトランスデューサー）は、電解質またはｐＨを監視する目的に適する任
意の位置に配置することができる。例えば、図５を参照すると、血液流体除去システムお
よびセンサの一例が示されている。センサ２００Ａ、２００Ｂのうちの１つまたは複数を
用いてもよい。図５に示すように、ｐＨまたは電解質のセンサ２００Ａは、患者１０の外
部に設置され、血液が血液流体除去装置１００に入る前（または、より詳細に以下で説明
するとおり、血液流体除去媒体に入る前）に、血液中のｐＨまたは電解質レベルを監視す
るように構成されてもよい。例えば、センサ２００Ａは、トランスデューサーが患者１０
から血液流体除去装置１００または血液流体除去媒体に血液を輸送するカテーテル内に位
置するように配置されてもよい。
【００３７】
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　流体運搬装置１００または血液流体除去媒体の上流のセンサ２００Ａから取得されるデ
ータは、患者１０の現状の徴候を提供する。血液流体浄化処置が進行するにつれて、流体
運搬装置１００または媒体の上流のセンサ２００Ａから取得されるデータを用いて、血液
のｐＨおよび電解質が目標範囲に近づいているか否かを判断するか、または血液流体除去
プロセスの結果として、患者においてｐＨおよび電解質が変化する速度を決定することが
できる。理論に縛られることは意図しないが、ｐＨまたは電解質濃度における急速な変化
は、血液流体除去プロセスを受ける患者集団において見られる患者の低血圧または突然死
につながり得る可能性がある。血液流体除去処置中に、患者の血液におけるｐＨの変化率
または電解質の変化を監視し、制御することによって、おそらく、クラッシュの死または
突然死の発生率を低下させることができる。
【００３８】
　一部の実施形態において、センサ２００Ｂは、患者１０の外部に位置し、血液が血液流
体除去装置１００を出た後（または血液流体除去媒体を出た後）、患者１０に戻る前に、
血液中のｐＨまたは電解質レベルを監視するように構成されている。例えば、センサ２０
０Ｂは、トランスデューサーが血液流体除去装置１００（または媒体）から患者１０へ血
液を運ぶカテーテル内に位置するように配置されてもよい。このような下流のセンサ２０
０Ｂを用いて、患者に戻される血液のｐＨおよび電解質レベルが範囲外ではないことを保
証してもよい。検出レベルが範囲外であるか、または範囲外になりがちである場合には、
非常に高いもしくは非常に低い電解質レベルまたは非常に高いもしくは非常に低いｐＨレ
ベルと関連する心臓の問題を引き起こすか、または悪化させ得る患者１０への流体の導入
を避けるために、ｐＨおよび電解質濃度の調整を流体（透析液または置換液）に対して行
うことができる。
【００３９】
　一部の実施形態において、このシステムは、上流のセンサ２００Ａと下流センサ２００
Ｂの両方を用いている。このようなシステムを用いて、上流および下流で検出されるｐＨ
または電解質レベルを比較することができ、比較したデータを用いて、血液流体除去処置
中に使用される流体のｐＨまたは電解質の濃度もしくは組成を調整することができる。比
較したデータを用いて、血液の電解質濃度またはｐＨの変化率を決定することもできる。
例として、血液流体除去処置の前またはこのような処置の初期の部分では、典型的には、
患者は体液過剰であり、（液量の増加に起因して）電解質の濃度は低くてもよい。患者の
電解質レベルが低い時に、目標濃度よりも若干高い電解質が患者に戻されるのを可能にさ
せることが適切で有り得る。しかし、（上流のセンサ２００Ａによって測定されるとおり
）患者の電解質レベルが目標レベルに近づくにつれて、（下流のセンサ２００Ｂによって
測定される通り）戻される血液中の電解質レベルは、目標範囲内にあるべきである。上流
と下流の両方を監視することにより、どちらか一方のみの監視では達成することができな
い進行の調整および点検が可能になる。
【００４０】
　ここで図６を参照すると、代替または追加の場所にあるセンサ２００Ｃ、２００Ｄ、２
００Ｅ、２００Ｆを使用するシステムが示されている。このようなセンサ２００Ｃ、２０
０Ｄ、２００Ｅ、２００Ｆのうちの任意の１つまたは複数を用いてもよい。このシステム
は、図５に関して説明するが図６には示されていない１つまたは複数の下流のセンサも用
いてもよい。センサ２００Ｃ、２００Ｄ、２００Ｅ、２００Ｆのいくつかの可能な構成お
よび使用の簡単な説明を本明細書に提供する。しかし、意味のあるデータを、以下に記載
したもの以外の構成から取得してもよいことが理解されるであろう。
【００４１】
　実施形態において、このシステム（例えば、図６に示すシステム）は、２つの上流のセ
ンサ２００Ｃ、２００Ｄを用いる。第１の上流センサ２００Ｃは、血液が血液流体除去装
置１００または流体除去媒体を出た後ではあるが置換液を添加する前に、血液中のｐＨま
たは電解質レベルを監視するように配置される。第２のセンサ２００Ｄは、置換液を添加
した後、血液が患者１０に戻る前に、血液のｐＨまたは電解質レベルを監視するように配
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置される。第１のセンサ２００Ｃを用いて、ｐＨおよび電解質レベルに対して調整が必要
とされ得るかを決定することができ、第２のセンサ２００Ｄを用いて、血液が患者に戻る
前に、所望のｐＨおよび電解質濃度を達成するために適切な調整が行われたかを確認する
ことができる。
【００４２】
　実施形態において、このシステムは、血液流体除去装置１００または流体除去媒体を出
た後に、ｐＨまたは患者の血液から除去された電解質を監視するためにセンサ２００Ｅを
用い、血液流体除去装置１００または流体除去媒体に入る前に流体（図では透析液）のｐ
Ｈまたは電解質を監視するように構成および配置されるセンサ２００Ｄを含んでもよい。
流体が装置１００または媒体を離れる時に流体内のｐＨまたは電解質（またはこの装置も
しくは媒体に入る前とこの装置もしくは媒体を出た後の差次的なｐＨまたは電解質のレベ
ル）を監視することによって、装置１００または媒体を出るｐＨもしくは電解質のレベル
（またはｐＨもしくは電解質の変化）を用いて、血液中のレベルを直接測定することなく
、血液のｐＨおよび電解質レベルを予測することができる。ｐＨまたは電解質が、血液以
外の流体内で検出され、血液中のｐＨもしくは電解質のレベルまたはｐＨもしくは電解質
の変化を導出するか、または予測するために用いられる場合には、このような検出は、血
液のｐＨまたは電解質の「指標」として役立つ。もちろん、血液中の直接検出も、血液の
ｐＨまたは電解質の指標として役立つ。
【００４３】
　センサ２００Ａ～Ｆ（図４～図６参照）のいずれを用いようと、これらのセンサから取
得されるデータを用いて、透析処置中に使用される流体（例えば、透析液もしくは置換液
）のｐＨまたは電解質濃度を調整することができる。一部の実施形態において、透析液ま
たは置換液の濃度を変化させ、センサの１つまたは複数によって測定されるとおり、様々
な濃度に対する患者の応答を用いて、さらなる調整を継続するための最良の方法を決定す
る。本質的に、このシステムは、特定の患者１０のために最適に働くことを学習するよう
に構成することができる。例えば、異なる緩衝剤の濃度もしくは組成または異なる電解質
濃度を有する透析液または置換液を、初期の血液流体処置中または血液流体処置の早い段
階中に用いてもよい。これらの異なる流体に対する患者の応答は、センサを介して監視す
ることができ、このシステムは、患者のために最適に働くことを学習することができる。
例えば、このシステムは、異なる流体を使用することによって、患者の血液レベルが目標
レベルに近づくかまたは目標レベルから逸脱するかを決定することができ、かつこれらの
レベルが目標範囲に近づくかまたは目標範囲から逸脱する速度を決定することができる。
初期の処置または段階に基づいて、このシステムは、患者の特定の監視されるｐＨまたは
電解質レベルに応答する方法を予測し始め、それに応じて流体のｐＨおよび電解質濃度を
調整することができる。
【００４４】
　流体（透析液または置換液）のｐＨおよび電解質濃度を、任意の適切な方法で調整して
もよい。例えば、図７～８を参照すると、流体のｐＨおよび電解質濃度を調整するための
閉ループシステム（図７）および開ループシステム（図８）の一例のいくつかの代表的な
構成要素が示されている。図７を参照すると、１つまたは複数のセンサ２００からのデー
タは、バルブなどの流量制御素子４１５、４２５、４３５を制御するように構成されてい
る制御電子回路４９５に提示される。これらの電子制御流量制御素子４１５、４２５、４
３５は、濃縮された電解質もしくは緩衝溶液４１０、４２０、４３０の電源、および新鮮
な透析液を搬送するためのカテーテルまたは置換液を搬送するためのカテーテルであり得
る流体ライン４４０と流体連通している。制御電子回路４９５を介して、これらの電子制
御流量制御素子４１５、４２５、４３５は、濃縮物４１０、４２０、４３０が流体ライン
４４０に流入する速度を制御する。大量の流体（したがって、血液）の電解質の濃度また
はｐＨを調整するために、濃縮物４１０、４２０、４３０が大量の流体４００に添加され
る。
【００４５】
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　ここで図８を参照すると、１つまたは複数のセンサ２００からのデータを処理して、適
切な情報を、血液流体除去装置または別のコンピュータなどの一部であり得るディスプレ
イ６００上に提示することができる。医療提供者は、電解質の濃度またはｐＨを調整する
ためにディスプレイ６００上に提示される情報を使用することができる。これは、例えば
、入力装置５００を介して制御電子回路に適切な指示を伝達することによって行われ得る
。任意の適切な入力装置５００を使用してもよい。例えば、入力装置５００は、キーボー
ド、コンピュータ、タブレット、個人データアシスタント、または医師用プログラマー（
ｐｈｙｓｉｃｉａｎ ｐｒｏｇｒａｍｍｅｒ）などであってよい。一部の実施形態におい
て、入力装置５００はディスプレイ６００であり、例えば、ディスプレイ６００は、タッ
チスクリーン装置である。指示を入力する方法にかかわらず、制御電子回路４９５は、透
析液または置換液であり得る大量の流体４００に導入される濃縮物４１０、４２０、４３
０の量を制御するために、流量制御素子４１５、４２５、４３５を制御することができる
。
【００４６】
　任意の数の適切な濃縮物を用いてもよい。例えば、１つの濃縮物は十分な量であり得、
電解質が患者の血液において低いと判定されると、より多くの量が添加され、電解質が患
者の血液において高いと判定されると、より少ない量が添加される。ｐＨおよび電解質濃
度を独立して制御するか、または異なる電解質の濃度を独立して制御することが望ましい
場合には、２種類以上の濃縮物を用いてもよい。実施形態において、濃縮物の数は、監視
されるイオン種（ｐＨおよび電解質）の数と同じである。
【００４７】
　図７～図８に示し、以下で説明するとおり、制御素子４１５、４２５、４３５は、電子
制御バルブ、または電子制御ポンプ機構などの任意の適切な制御素子であってよい。
【００４８】
　図７～図８に示すように、任意の適切なシステムが、１つまたは複数のセンサから取得
されるデータに基づいて、ｐＨまたは電解質の調整制御を提供するように構成されてもよ
い。例として、２つの例示的なシステムの選択された構成要素を、図９～図１０に示す。
図９のシステムは、濃縮物の置換液への流れの制御を示し、図１０のシステムは、濃縮物
の透析液への流れの制御を示す。
【００４９】
　ここで図９を参照すると、示される装置１００は、血液が患者に戻される前に置換液を
血液に添加するための流体経路を含む。装置１００は、患者から血液を受け取るための入
口部１１０と、患者に血液を戻すための出口部１４０とを含む。入口部１１０と出口部１
４０との間の流路に、血流制御素子１２０ならびに血液から流体および汚染物質を除去す
るための媒体がある。血流制御素子１２０は、血液が媒体１３０を通過する速度を制御す
るための指示を提供する制御電子回路１５０と作動可能に接続されている。媒体１３０に
よって血液から除去される流体および汚染物質は、出口部１８０を通って出てもよい。
【００５０】
　図９に示す装置１００は、また、大量の置換液を受け取るための入口部１９７と、この
入口部と連通しかつ置換液を血液に添加する速度を制御するように構成されている置換液
流量制御素子１９５とを含む。制御電子回路１５０は、置換液流量制御素子１９５と作動
可能に接続され、置換液流量制御素子１９５が血液に流体を添加する速度を制御するよう
に構成されている。装置１００は、また、（ｉ）大量の置換液のｐＨまたは電解質濃度を
調整するために濃縮物を受け取るための入口部４０１と、（ｉｉ）入口部４０１と連通し
、血液を患者に戻す前に濃縮物を置換液または血液に添加する速度を制御するように構成
されている濃縮物流量制御素子４１５とを含む。好ましくは、（図示するとおり）置換液
が血液に添加される前に濃縮物を置換液に添加し、その結果、濃縮物を血液に添加する前
に混合または希釈することができる。この装置は、血液に添加する前に濃縮物および大量
の置換液を混合するための混合器（図示せず）を含んでもよい。
【００５１】



(15) JP 2017-164547 A 2017.9.21

10

20

30

40

50

　図９に示す装置において、制御電子回路１５０は、濃縮物流量制御素子４１５と作動可
能に接続され、（例えば、上述のように）ｐＨまたは電解質レベルを監視する１つまたは
複数のセンサ２００から受け取るデータに基づいて、濃縮物流量制御素子４１５が置換液
または血液に流体を添加する速度を制御するように構成されている。濃縮物を置換液また
は血液に導入する速度を制御することによって、戻される血液の濃度もしくはｐＨ（また
は緩衝能）を制御することができる。
【００５２】
　ここで、図１２と同じ番号が付けられた構成要素が、同じかまたは類似の構成要素を表
す図１０を参照すると、血液流体除去装置１００の選択された構成要素の模式ブロック図
が示されている。図１３に示す実施形態において、この装置は、患者から血液を受け取る
ための入口部１１０と、この入口部１１０と連通し、血液からの流体および汚染物質を除
去するための媒体１３０を通って血液が流れる速度を制御するように構成されている血流
制御素子１２０とを有する。この装置は、患者に血液を戻すための媒体１３０と連通する
出口部１４０も含む。図示した実施形態において、媒体１３０の構成要素は、主チャンバ
ー１３１を画定するハウジング１３９を有する。血液透析または血液透析濾過膜フィルタ
ーなどの半透性フィルター１３５は、主チャンバーを２つの副チャンバー１３３、１３７
に密封して分割し、一方の１３３は血流用であり、他方の１３７は透析液流（ならびにフ
ィルター１３５を通過する血液由来の流体および老廃物）用である。
【００５３】
　図１０に示す実施形態において、使用した透析液は、大量の透析液を再生するために、
ＲＥＤＹ再生媒体および構成要素などの透析液再生媒体４０２または構成要素を通過する
ことによって再生される。この装置は、血液から除去された流体を装置から迂回させるた
めの媒体１３０と連通する出口部１８０も有する。バルブなどの流量調整素子７００は、
制御電子回路１５０と作動可能に接続され、（流体の一部が再生されるように）この装置
から出る流体の量を制御するために、媒体１３０と出口部１８０との間の流路に配置され
る。多くの場合、再生媒体または構成要素（４０２）は、透析液からｐＨ緩衝剤または電
解質の多くを除去する。したがって、透析液が媒体１３０に再び入る前に、濃縮電解質お
よびｐＨ緩衝剤を含む濃縮物が再生された透析液に添加される。一部の実施形態において
、再生された透析液の成分のレベルを監視するために、センサ２９９を再生媒体４０２の
下流に配置する。センサ２９９は、ｐＨまたは電解質センサであってよく、センサ２９９
から取得されるデータを、再生された流体に添加するためにどの程度濃縮するのかを決定
するのに用いてもよい（このデータは、制御電子回路１５０に提供されてもよい）。セン
サ２９９は、再生媒体４０２が正常に機能しているか否かを判定するために、尿素などの
血液老廃物を監視するセンサであってよい。増加したまたは検出可能なレベルの老廃物は
、再生媒体４０２もしくは構成要素が交換または再生を必要としている可能性を示し得る
。
【００５４】
　図示した実施形態において、濃縮物４１０はリザーバ４１０内に貯蔵され、リザーバ４
１０は、リザーバ４１０内の濃縮物供給が随時補給されるのを可能にする入口部４０１を
有する。濃縮物を再生された透析液に添加する速度は、制御電子回路１５０と作動可能に
接続される濃縮物流量制御素子４１５によって、（例えば、前述したとおり）ｐＨまたは
電解質濃度を監視するセンサ２００から受け取ったデータに基づいて制御される。
【００５５】
　図１０の装置１００は、透析液が媒体１３０の透析流コンパートメントに導入される速
度を制御するための透析液流量制御素子１７０も有している。
【００５６】
　図示した実施形態において、装置１００は、また、媒体構成要素１３０の透析液コンパ
ートメントと連通する陰圧制御素子１９０を含む。ポンプなどを含み得る陰圧制御素子１
９０を用いて、媒体構成要素１３０を通過する血液から流体が除去される速度を制御する
ために、膜を横切る圧力差を生み出すか、または変更してもよい。
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【００５７】
　プロセッサ、メモリなどを含み得る制御電子回路１５０は、血流制御素子１２０、透析
流量制御素子１７０、および陰圧制御素子１９０と作動可能に接続され、これらを制御す
るように構成されている。協調してこれらの素子を制御することにより、流体が血液から
除去される速度を制御してもよい。装置１００は、血液からの流体除去の速度を効率的に
制御するために、図１０に示す制御可能な素子（１２０、１７０、１９０）の全てを有す
る必要はないことが理解されるであろう。
【００５８】
　任意の適切な制御素子は、図９～図１０に示す様々な制御素子（１２０、１５０、１７
０、１９５、４１５）のために使用してもよい。例えば、速度が変えられるかまたは調整
可能なポンプを用いてもよい。あるいは、またはさらに、一連の電子制御可能バルブを用
いてもよい。一部の実施形態において、これらのバルブは、異なる流れ抵抗を有する連通
流路にある。
【００５９】
　図９～図１０は、置換液または透析液のｐＨまたは電解質濃度を調整することによって
、血液の電解質またはｐＨを調整することができる装置を示すが、ｐＨおよび濃度は、例
えば、透析液または血液が透析膜上を通過する速度を調整することによって調整すること
もできることが理解されるであろう。膜を横切る電解質などの、血液と透析液との間の移
動速度は、血液および透析液の流速に依存するであろう。したがって、透析液の電解質濃
度またはｐＨを容易に調整することができないシステムでは、血流または透析液流の速度
は、透析液中の電解質の濃度を調整することと同様の効果を達成するように変更されても
よい。
【００６０】
　図９～図１０は、単一ユニット内にあるように構成要素を示しているが、これらの構成
要素の１つまたは複数は、別々のユニット内に収容されてもよいことが理解されるであろ
う。例えば、コンピュータ、タブレット、または医師用のプログラマーなどの制御電子回
路またはその一部は、別々の装置内に収容されてもよい。このコンピュータ、タブレット
などは、センサからの入力を受け取り、取るべき適切な働きを決定し、血液流体除去装置
の適切な構成要素に適切な行動を取るように指示することができる。
【００６１】
　本明細書に記載の血液流体除去装置および流体除去システム、ならびにそれらの構成要
素は、例示の目的で提示されており、限定するものではないことが理解されるであろう。
本明細書に記載のもの以外の構成要素、装置およびシステム、または本明細書に記載の構
成要素、装置およびシステムの派生物を用いてもよい。さらに、上記に示し、説明した装
置の構成要素を、必要に応じて、代替の実施形態の構成要素と交換するか、置換するかま
たはそれに加えてもよい。さらに、図１～図３および図５～図６などの様々な図に示す血
液流体除去装置の多くは、患者の体外のものとして示されているが、本明細書に示す教示
は、装置またはその構成要素が患者に埋め込まれた場合に適用される。
【００６２】
　上記の装置およびシステム、またはそれらの構成要素を用いて、図１１～図１３および
下記に示す使用、またはその一部を実施してもよい。もちろん、任意の適切な装置または
システムを用いて、下記の使用またはその一部を実施してもよい。図１１～図１３の任意
の１つに関して以下に示される使用の様々なステップは、図１１～図１３の任意の他のも
のに関して示されるステップと交換するか、置換するか、またはそれらのステップに加え
てもよい。
【００６３】
　ここで図１１を参照すると、示される使用は、血液流体除去処置を開始するステップ（
８０１）と、血液のｐＨまたは電解質濃度の指標を監視するステップ（８１０）、例えば
、血液中、または血液中のｐＨもしくは電解質レベルが由来し得る血液内または流体内の
ｐＨまたは電解質を検出するステップとを含む。ｐＨまたは電解質の監視指標に基づいて
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、血液流体除去処置で使用される流体（例えば、透析液または置換液）のｐＨまたは電解
質の組成もしくは濃度を調整してもよい（８６０）。例えば、監視されるイオン種の電流
値または監視されるイオン種の変化率のうちの１つまたは複数に基づいて、この流体組成
を、例えば、上述したように調整してもよい。
【００６４】
　図１１に示すように、監視（８１０）中に取得されるデータに基づいて、ｐＨまたは電
解質濃度が範囲外であるか否かについて、連続的、周期的または断続的に判定（８３０）
してもよい。例えば、ｐＨまたは電解質レベルが閾値（例えば、上限または下限）を越え
たか否かについて判定（８３０）してもよい。ｐＨまたは電解質が範囲内にあると判定さ
れた場合には、監視（８１０）を継続してもよい。ｐＨ値または電解質が範囲外である（
例えば、閾値を超える）と判定された場合には、患者または医療提供者にその状況を通知
するために警告（８４０）が発せられ得る。場合によって、例えば、検出されたｐＨまた
は電解質があまりにも範囲外であるか、または高められた閾値を超える場合には、その状
況が、血液流体除去処置の停止（８９０）を保証し得る。他の場合においては、よりいっ
そうの注意が保証され得る状況に対して意識を高めることで、血液流体除去処置を継続す
ることが適切であり得る。
【００６５】
　ここで図１２を参照すると、示される使用は、血液流体除去処置を開始するステップ（
８０１）と、血液流体除去の上流（８１５）および下流（８１３）のｐＨまたは電解質濃
度の指標を監視するステップとを含む。上流および下流のセンサから取得されるデータを
比較して、例えば、前述のように、流体組成を調整（８６０）する方法を決定することが
できる。
【００６６】
　ここで図１３を参照すると、図示される使用は、血液の電解質濃度またはｐＨが透析液
または血液の流速を変えることによって調整される場合の使用を示す。この使用は、血液
透析処置などの血液流体除去処置（９００）を開始するステップと、ｐＨまたは電解質の
指標を監視するステップ（９１０）とを含み、これらは、患者の体内で、装置の上流、装
置の下流、またはこの装置内などで行われ得る。監視データ（９１０）に基づいて、患者
に戻される血液中の電解質濃度またはｐＨを調整するために、透析液または血液の流れを
調整（９２０）してもよい。
【００６７】
　図１１～図１３に示す使用を含む、本明細書に記載の使用は、センサ装置、血液流体除
去装置、またはセンサ装置もしくは血液流体除去装置と連通する他の装置によって実施し
てもよい。これらの使用は、このような装置のメモリにプログラムされたアルゴリズムま
たは指示であってよく、装置のプロセッサまたは他の制御電子回路によって実施されても
よい。好ましくは、このプロセッサは、この装置の適切な制御素子と連通し、プログラム
された指示が適切な装置によって行われるような方法で、このような素子を制御するよう
に構成されている。センサ装置、血液流体除去装置、または本明細書に記載の使用もしく
はその一部を実施するのに適する他の装置にもたらす指示でプログラムされたコンピュー
タ可読媒体が企図されることが理解されるであろう。このコンピュータ可読媒体は、一時
的ではなく、すなわち、つかの間または数秒以上持続し得る。この媒体は、ＲＡＭもしく
はＲＯＭ、ＣＤもしくはＤＶＤ、またはフラッシュメモリなどのメモリであってよい。
【００６８】
　使用、システム、装置、およびコンピュータ可読媒体などの様々な態様を、本明細書に
開示する。これらの態様のいくつかの要約を以下に提供する。
【００６９】
　第１の態様において、（ａ）（ｉ）患者の血液を受け取るための入口部と、（ｉｉ）患
者の血液を戻すための出口部と、（ｉｉｉ）入口部と第１の出口部との間に配置され、血
液から流体および汚染物質を除去するための媒体と、（ｉｖ）透析液および置換液から選
択される流体を搬送する流体源であって、前記流体源は、流体が透析液である場合は、流
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体源は前記流体を媒体に搬送し、流体が置換液である場合は、流体源は、血液が媒体から
出た後に血液に前記流体を搬送する流体源と、を含む血液流体除去装置と、（ｂ）濃縮電
解質またはｐＨ緩衝剤を含む濃縮物溶液を収容するための濃縮物源と、（ｃ）濃縮物溶液
が流体源に入る速度を制御するための濃縮物流量制御素子と、（ｄ）血液の電解質濃度ま
たは血液のｐＨの指標を監視するように構成されている第１のセンサと、（ｅ）センサお
よび濃縮物流量制御素子と作動可能に通信する制御電子回路と、を備え、前記制御電子回
路は、センサから取得されるデータに基づいて、濃縮物流量制御素子によって、濃縮物溶
液が流体源に入る速度を調整するように構成されているシステムである。
【００７０】
　第２の態様は、血液が前記媒体に入る前に、第１のセンサが血液を監視するように構成
されている、第１の態様に記載のシステムである。
【００７１】
　第３の態様は、血液の電解質濃度または血液のｐＨの指標を監視するように構成され、
血液が媒体を出た後に血液を監視するように構成されている第２のセンサをさらに含む、
第２の態様に記載のシステムである。
【００７２】
　第４の態様は、前記制御電子回路が第２のセンサと作動可能に通信し、第１のセンサか
ら取得されるデータを第２のセンサから取得されるデータと比較するように構成されてい
る第３の態様に記載のシステムであって、前記制御電子回路が、第１のセンサおよび第２
のセンサから取得されるデータの比較に基づいて、濃縮物溶液が流体源に入る速度を調整
するように構成されているシステムである。
【００７３】
　第５の態様は、血液から除去された流体が媒体を出た後に、第１のセンサが血液から除
去された流体内の指標を監視するように構成されている、第１の態様に記載のシステムで
ある。
【００７４】
　第６の態様は、前記制御電子回路が、第１のセンサから取得されるデータに基づいて、
血液のｐＨまたは血液の電解質濃度を導出するように構成されている、第５の態様に記載
のシステムである。
【００７５】
　第７の態様は、透析液が媒体に入る前に、流体源の透析液中の指標を監視するように構
成されている第２のセンサをさらに含む第５の態様に記載のシステムであって、前記制御
電子回路が、第２のセンサと作動可能に通信し、第１のセンサから取得されるデータを第
２のセンサから取得されるデータと比較するように構成され、かつ前記制御電子回路が、
第１のセンサおよび第２のセンサから取得されるデータの比較に基づいて、濃縮物溶液が
流体源に入る速度を調整するように構成されているシステムである。
【００７６】
　第８の態様は、血液が媒体を出て、置換液が血液に添加される前に、第１のセンサが血
液中の指標を監視するように構成されている、第１の態様に記載のシステムである。
【００７７】
　第９の態様は、置換液が血液に添加された後に、血液中の指標を監視するように構成さ
れている第２のセンサをさらに含む、第８の態様に記載のシステムである。
【００７８】
　第１０の態様は、前記制御電子回路またはその構成要素が血液流体除去装置のハウジン
グ内に収容されている、第１～第９の態様のいずれかに記載のシステムである。
【００７９】
　第１１の態様は、コンピュータ可読媒体をさらに含む第１～第１０の態様のいずれかに
記載のシステムであって、前記コンピュータ可読媒体は、センサから取得されるデータに
基づいて、濃縮物溶液が流体源に入る速度を調整するために、前記制御電子回路に濃縮物
流量制御素子を制御させる指示を含むシステムである。
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【００８０】
　第１２の態様は、血液流体除去装置または血液流体除去システムによって実施される使
用であって、（ｉ）それを必要としている患者のために血液流体除去処置を開始するステ
ップであって、前記処置は、透析液または置換液から選択される流体の使用を含み、かつ
前記流体は初期のｐＨ緩衝剤組成または電解質組成を有するステップと、（ｉｉ）血液流
体除去処置中に、患者の血液の電解質濃度または血液のｐＨの指標を監視するステップと
、（ｉｉｉ）監視指標の値に基づいて、前記流体のｐＨ緩衝剤組成または電解質組成を調
整するステップと、を含む使用である。
【００８１】
　第１３の態様は、指標を監視するステップが、血液が血液流体除去媒体を通過する前か
つ血液が血液流体除去媒体を通過した後に、血液中の指標を監視するステップを含む、第
１２の態様に記載の使用である。
【００８２】
　第１４の態様は、血液が媒体を通過する前に監視される指標の値と血液が媒体を通過し
た後に監視される指標の値を比較するステップをさらに含む第１３の態様に記載の使用で
あって、ｐＨ緩衝剤組成または電解質組成を調整するステップが、前記比較に基づいて組
成を調整するステップを含む使用である。
【００８３】
　第１５の態様は、前記組成を調整するステップが、濃縮電解質溶液または緩衝溶液を前
記流体に添加するステップを含む、第１２～第１４の態様のいずれかに記載の使用である
。
【００８４】
　第１６の態様は、（ｉ）監視指標の値が閾値を超えるか否かを判定するステップと、（
ｉｉ）監視指標の値が閾値を超えると判定された場合に警告を与えるステップとをさらに
含む、第１２～第１５の態様のいずれかに記載の使用である。
【００８５】
　第１７の態様は、指標を監視するステップが、血液から除去された流体内の指標を監視
するステップを含む、第１２の態様に記載の使用である。
【００８６】
　第１８の態様は、血液から除去された流体の監視指標の値から、血液の電解質濃度また
はｐＨを決定するステップをさらに含む、第１７の態様に記載の使用である。
【００８７】
　第１９の態様は、血液流体除去処置で使用するための流体が透析液であり、指標を監視
するステップが、透析液が血液流体除去媒体に入る前の透析液中の指標を監視するステッ
プをさらに含み、前記使用が、血液から除去された流体内の監視指標の値と、血液流体除
去媒体に入る前の透析液中の監視指標の値を比較するステップをさらに含む、第１７の態
様または第１８の態様に記載の使用である。
【００８８】
　第２０の態様は、血液流体除去処置で使用するための流体が置換液であり、指標を監視
するステップが、血液流体除去媒体の下流および置換液を血液に添加するステップの上流
の血液中の指標を監視するステップを含む、第１２の態様に記載の使用である。
【００８９】
　第２１の態様は、指標を監視するステップが、置換液の添加の下流の血液中の指標を監
視するステップをさらに含み、前記使用が、置換液の添加の上流で取得される監視指標の
値と置換液の添加の下流で取得される監視指標の値を比較するステップをさらに含む、第
２０の態様に記載の使用である。
【００９０】
　第２２の態様は、システムであって、（ｉ）主チャンバーを画定する媒体ハウジングと
、（ｉｉ）ハウジング内に配置され、主チャンバーを第１および第２の副チャンバーに密
封して分割する血流除去膜と、（ｉｉｉ）第１の副チャンバーと流体連通する第１の入口
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部および第１の出口部であって、前記システムは、血液が第１の入口部を通って第１の副
チャンバーに入り、第１の出口部を通って第１の副チャンバーを出るように構成されてい
る第１の入口部および第１の出口部と、（ｉｖ）第２の副チャンバーと流体連通する第２
の入口部および第２の出口部であって、前記システムは、透析液が第２の入口部を通って
第２の副チャンバーに入り、第２の出口部を通って第２の副チャンバーを出るように構成
されている第２の入口部および第２の出口部と、（ｖ）第２の入口部と第２の出口部との
間の透析液流路と流体連通し、その透析液流路の中に配置される透析液再生媒体と、（ｖ
ｉ）濃縮電解質またはｐＨ緩衝剤を含む濃縮物溶液を収容するための濃縮物源と、（ｖｉ
ｉ）濃縮物溶液が、透析液再生媒体の下流および第２の入口部の上流の透析液流路に入る
速度を制御するための濃縮物流量制御素子と、（ｖｉｉｉ）透析液再生媒体の下流および
第２の入口部の上流の透析液流路の中の透析液の電解質濃度またはｐＨの指標を監視する
ように構成されているセンサと、（ｉｘ）センサおよび濃縮物流量制御素子と作動可能に
通信する制御電子回路と、を備え、前記制御電子回路は、センサから取得されるデータに
基づいて、濃縮物流量制御素子によって、濃縮物溶液が透析液流路に入る速度を調整する
ように構成されているシステムである。
【００９１】
　第２３の態様は、血液流体除去装置または流体除去システムによって実施される使用で
あって、（ｉ）それを必要としている患者のために血液流体除去処置を開始するステップ
であって、前記処置は、透析液流体の使用、および電解質が血液と透析液流体との間で交
換され得る、少なくとも血液流体除去媒体の一部としての透析液膜の使用を含むステップ
と、（ｉｉ）血液流体除去処置中に、血液の電解質濃度または血液のｐＨの指標を監視す
るステップと、（ｉｉｉ）監視指標の値に基づいて、透析液流体または血液の流速を調整
するステップと、を含む使用である。
【００９２】
　第２４の態様は、指標を監視するステップが、血液が血液流体除去媒体を通過する前か
つ血液が血液流体除去媒体を通過した後に、血液中の指標を監視するステップを含む、第
２３の態様に記載の使用である。
【００９３】
　第２５の態様は、血液が媒体を通過する前に監視される指標の値と血液が媒体を通過し
た後に監視される指標の値を比較するステップをさらに含む第２３の態様の記載の使用で
あって、前記比較に基づいて、透析液流体または血液の流速を調整するステップが前記組
成を調整するステップを含む使用である。
【００９４】
　第２６の態様は、指標を監視するステップが、血液から除去される流体内の指標を監視
するステップを含む、第２３～第２５の態様のいずれかに記載の使用である。
【００９５】
　第２７の態様は、血液から除去される流体の監視指標の値から、血液の電解質濃度また
はｐＨを決定するステップをさらに含む、第２３の態様に記載の使用である。
【００９６】
　したがって、流体除去プロセスのための電解質およびｐＨの監視のためのシステム、装
置ならびに使用について説明する。当業者は、添付の特許請求の範囲で定義されるとおり
、本明細書に記載の好ましい実施形態を、本開示の真の趣旨および範囲から逸脱すること
なく変更または修正することができることを認識するであろう。
【００９７】
　以下の特許請求の範囲において、「第１」、「第２」、および「第３」などの指示は、
素子間を区別する目的のために使用されるのであって、これらの素子を列挙する目的のた
めまたは一連の素子を定義するためのものではない。例えば、「第３」のセンサは、３つ
のセンサがあるが、「第３」のセンサは、「第１」のセンサとは異なることを必ずしも意
味しない。さらなる例として、「第３」のセンサは、必ずしも「第１」のセンサよりも時
間的に後になるものではない。
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【手続補正書】
【提出日】平成29年6月7日(2017.6.7)
【手続補正１】
【補正対象書類名】特許請求の範囲
【補正対象項目名】全文
【補正方法】変更
【補正の内容】
【特許請求の範囲】
【請求項１】
　血液流体除去装置であって、
　　（ｉ）血液を受け取るための入口部と、
　　（ｉｉ）前記血液を戻すための出口部と、
　　（ｉｉｉ）前記入口部と前記出口部との間に配置され、前記血液から流体および汚染
物質を除去するための媒体と、
　　（ｉｖ）透析液および置換液から選択される流体を輸送するための流体源であって、
前記流体が透析液である場合には、前記流体源は前記媒体に前記流体を輸送し、前記流体
が置換液である場合には、前記血液が前記媒体を出た後に、前記流体源は前記血液に前記
流体を輸送する流体源と、
を含む、血液流体除去装置と、
　濃縮電解液またはｐＨ緩衝液を含む濃縮物溶液を収容するための濃縮物源と、
　前記濃縮物溶液が前記流体源に入る速度を制御するための濃縮物流れ制御要素と、
　前記流体が前記媒体を出た後の、前記流体内の血液の電解質濃度または血液のｐＨの指
標を監視するように構成されている第１のセンサと、
　前記流体が前記媒体に入る前の、前記流体内の血液の電解質濃度または血液のｐＨの指
標を監視するように構成されている第２のセンサと、
　前記第１のセンサ、前記第２のセンサおよび前記濃縮物流れ制御要素と作動可能に通信
する制御電子回路と、
を備え、
　前記制御電子回路は、前記濃縮物流れ制御要素により、前記第１のセンサおよび前記第
２のセンサから取得されるデータに基づいて、前記濃縮物溶液が前記流体源に入る速度を
調整するように構成されており、
　前記第１のセンサは、前記血液から除去された流体が前記媒体を出た後、前記血液から
除去された流体の前記指標を監視するようになっている、
システム。
【請求項２】
　前記透析液が前記媒体に入る前に、前記流体源の透析液中の前記指標を監視するように
構成されている第２のセンサをさらに含み、前記制御電子回路が、前記第２のセンサと作
動可能に通信し、前記第１のセンサから取得されるデータを前記第２のセンサから取得さ
れるデータと比較するように構成され、かつ前記制御電子回路が、前記第１のセンサおよ
び前記第２のセンサから取得されるデータの比較に基づいて、前記濃縮物溶液が前記流体
源に入る速度を調整するように構成されている、請求項１に記載のシステム。
【請求項３】
　血液流体除去装置または液体流体除去システムによって実施される使用であって、該使
用が、
　血液流体除去処置を開始するステップであって、前記血液流体除去処置は、透析液流体
と、電解液を血液と前記透析液流体との間で交換する、血液流体除去媒体の少なくとも一
部としての透析膜との使用を含む、ステップと、
　前記血液流体除去処置中の血液の電解質濃度または血液のｐＨの指標を監視するステッ
プと、
　前記監視される指標の値に基づいて、前記透析液流体または血液の流速を調整するステ
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ップと、
を含み、
　前記指標を監視するステップは、前記血液から除去された流体の指標を監視するステッ
プを有する、
血液流体除去装置または液体流体除去システムによって実施される使用。
【請求項４】
　更に前記血液から除去された前記流体の監視された指標の値から、血液の電解質濃度ま
たは血液のｐＨを得るステップを有する、請求項３に記載の血液流体除去装置または液体
流体除去システムによって実施される使用。
【請求項５】
　前記指標を監視するステップは、前記血液から除去された流体の指標を監視するステッ
プを有する、請求項４に記載の血液流体除去装置または液体流体除去システムによって実
施される使用。
【請求項６】
　更に前記血液から除去された前記流体の監視された指標の値から、血液の電解質濃度ま
たは血液のｐＨを決定するステップを有する、請求項５に記載の血液流体除去装置または
液体流体除去システムによって実施される使用。
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